
 

 

 

 

 

 

６月４日から衣類の回収を一定期間休止します 

 

尼崎市は、先般から日本繊維屑輸出組合の協力要請を受け、家庭での衣類保管をお願いしている

ところですが、国内での一時保管が困難な状況になっていることから、「紙類・衣類の日」の衣類の

行政回収を一定期間休止します。 

平時、本市の「紙類・衣類の日」や資源集団回収運動で回収した衣類の多くは海外に輸出され、

リサイクルされていますが、新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響により古着などの輸出が

ままならず、国内で大量に滞留し、資源化できない状況にあります。 

 

１ 休止期間 

６月４日から８月 31日まで 

 

２ 回収休止対象 

市内一般家庭から排出される衣類 

 

 ３ 休止期間中の衣類の取り扱い 

  休止期間中、自宅などで保管を要請します。 

 

４ 周知方法 

  市報あまがさき６月号や市ＨＰ、ごみ分別アプリ「さんあーる」などで適宜周知します。 

 

５ 参考 

日本繊維屑輸出組合発出「春の衣替えに伴う衣類処分の延期ご協力のお願い」（別紙） 

 

６ 問い合わせ 

▼古着などの資源化に関すること    資源循環課 電話 06-6409-1341 

▼行政回収の一定期間休止に関すること 業務課   電話 06-6409-0125 

以 上   

令和２年５月 25日 

所 属 業務課 

所属長 北川 貴宏 

電 話 06－6409－0125 




